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葉
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。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

〔者

≧

①
　
　
。
「□
行
之
古
垣

一
荷

右
木
□
□
□

。
「一‐‐山‐‐日‐‐‐‐‐ＦＩ‐―‐‐―日‐‐‐‐‐―‐―‐―‐―日

‐‐‐‐日‐‐‐‐日‐‐日日日日‐‐‐‐‐‐日日日一　　　　　　　　　　　　　　　　　時∞∞
×
岸Φ
〉〈〇　　〇ω伽

下
端
に
逆
Ｖ
字
状
ｏ
切
り
込
み
が
見
ら
れ
、
二
次
的
転
用
の
可
能
性
を
も
つ
。

裏
面
は
縦
方
向
に
板
面
が
は
じ
け
、
文
字
の
判
読
が
出
来
な
い
。
な
お
、
釈
文

(】ヒ  _ヒ)



は
平
川
南
氏
の
解
読
に
依

っ
た
。

９
　
関
係
文
献

水
沢
市
教
育
委
員
会

『
昭
和
六
〇
年
度
胆
沢
城
跡
発
掘
調
査
概
報
』
盆

九
八

六
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（佐
久
間
　
賢
）

　
７２




